
喜 界 町 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 利 用 規 約  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  喜 界 町 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 利 用 規 約（ 以 下「 本 規 約 」と い う 。）

は 、 本 町 が 整 備 し た 無 線 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 環 境 （ 以

下 「 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 」 と い う 。） の 利 用 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

（ 資 格 ）  

第 ２ 条  本 町 は 、 本 規 約 に 同 意 し た 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。）

に 対 し て 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 利 用 す る 資 格 を 付 与 す る 。 な お 、 無 線

Ｌ Ａ Ｎ を 利 用 す る に あ た り 、 本 町 へ の 申 請 等 は 不 要 と す る 。  

２  利 用 者 は 個 人 と し 、 法 人 等 に よ る 組 織 的 な 利 用 は 認 め な い 。

た だ し 、 本 町 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 限 り で は

な い 。  

（ 利 用 料 ）  

第 ３ 条  無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 利 用 料 金 は 無 料 と す る 。 た だ し 、 利 用 者 が

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 利 用 し た 有 料 サ ー ビ ス に つ い て は 、 そ の

理 由 に か か わ ら ず 、 当 該 利 用 者 が 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。 

（ 利 用 場 所 及 び 利 用 時 間 ）  

第 ４ 条  無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 利 用 場 所 及 び 利 用 時 間 は 別 表 に 定 め る 。 た

だ し 、 利 用 時 間 に つ い て は 、 イ ベ ン ト 等 の 実 施 に 合 わ せ 変 更 で

き る も の と す る 。  

（ 利 用 の 記 録 及 び 制 限 ）  

第 ５ 条  本 町 は 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 適 切 な 利 用 を 図 る た め 、 利 用 者 の

ア ク セ ス ロ グ の 収 集 閲 覧 、 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス の 管 理 等 を 行 い 、 こ

れ に よ り 特 定 の Ｗ ｅ ｂ サ イ ト へ の 接 続 を 制 限 で き る も の と す る 。 

（ 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 利 用 の た め の 準 備 等 ）  

第 ６ 条  無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 利 用 に あ た り 、 利 用 者 は 次 に 掲 げ る も の を

準 備 す る こ と と す る 。  

(1) 無 線 Ｌ Ａ Ｎ へ の 接 続 機 能 を 搭 載 し た 端 末  

(2) 端 末 及 び 端 末 付 属 機 器 等 に 供 給 す る 電 源  



(3) Ｗ ｅ ｂ ブ ラ ウ ザ 等  

２  無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 利 用 す る た め に 接 続 す る Ｓ Ｓ Ｉ Ｄ は 「 Ｋ ｉ ｋ ａ

ｉ ＿ Ｆ ｒ ｅ ｅ ＿ Ｗ ｉ － Ｆ ｉ 」 と す る 。  

（ 禁 止 事 項 ）  

第 ７ 条  利 用 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 又 は そ の お そ れ の あ る

行 為 を し て は な ら な い 。  

(1) 著 作 権 又 は そ の 他 の 権 利 を 侵 害 す る 行 為  

(2) 財 産 又 は プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る 行 為  

(3) 本 町 又 は 第 三 者 を 誹 謗 中 傷 す る 行 為  

(4) 公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 又 は 公 序 良 俗 に 反 す る 情 報 を 第 三

者 に 提 供 す る 行 為  

(5) 犯 罪 又 は 犯 罪 に 類 す る 行 為  

(6) 選 挙 活 動 に 関 す る 行 為（ 選 挙 期 間 中 で あ る か 否 か を 問 わ な

い 。）  

(7) 性 風 俗 、 宗 教 又 は 政 治 に 関 す る 行 為  

(8) コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス 等 の 有 害 な プ ロ グ ラ ム を 、無 線 Ｌ Ａ

Ｎ を 通 じ て 又 は 無 線 Ｌ Ａ Ｎ に 関 連 し て 使 用 若 し く は 相 手 方

の 同 意 の 有 無 に 関 わ ら ず 送 付 又 は 提 供 を す る 行 為  

(9) 通 信 販 売 、連 鎖 販 売 取 引 、業 務 提 供 誘 因 販 売 取 引 及 び そ の

他 の 目 的 で 特 定 又 は 不 特 定 多 数 に 大 量 の メ ー ル を 送 信 す る

行 為  

(10) フ ァ イ ル 共 有 ソ フ ト の 使 用 等 著 し く 大 量 な デ ー タ を 送 信

す る 行 為  

(11) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 令 に 違 反 し 、 又 は 本 町 若

し く は 第 三 者 に 不 利 益 若 し く は 損 害 を 与 え る 行 為  

（ 運 用 の 中 止 ）  

第 ８ 条  本 町 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 無 線 Ｌ Ａ

Ｎ の 運 用 を 中 止 で き る も の と す る 。  

(1) 本 町 ネ ッ ト ワ ー ク の シ ス テ ム 保 守 若 し く は 工 事 を 行 う 場

合  



(2) 戦 争 、暴 動 、騒 乱 、労 働 争 議 、天 変 地 変 、停 電 そ の 他 の 非

常 事 態 に よ り 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 運 用 が 通 常 ど お り で き な く な っ

た 場 合  

(3) 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の シ ス テ ム に 障 害 等 が 発 生 し た 場 合  

(4) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 本 町 が 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 運 用 上 、

中 止 が 必 要 と 判 断 し た 場 合  

（ 免 責 ）  

第 ９ 条  無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 利 用 に 関 し て 利 用 者 等 に 次 の 各 号 に 掲 げ る

損 害 等 が 生 じ た 場 合 に お い て も 、本 町 は 一 切 の 責 め を 負 わ な い 。 

(1) 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の サ ー ビ ス 提 供 、変 更 、中 止 等 に よ っ て 利 用 者

又 は 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合  

(2) 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 通 じ て 登 録 、提 供 又 は 収 集 さ れ た 情 報 の 消 失

に よ っ て 利 用 者 又 は 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合  

(3) コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス 等 の 感 染 に よ る デ ー タ の 破 損 又 は

漏 え い 等 に よ り 利 用 者 又 は 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合  

(4) 第 ７ 条 各 号 に 規 定 す る 行 為 に よ っ て 利 用 者 又 は 第 三 者 に

損 害 が 生 じ た 場 合  

(5) 前 各 号 に 掲 げ る 行 為 の ほ か 、無 線 Ｌ Ａ Ｎ の 利 用 に 関 連 し て

利 用 者 若 し く は 第 三 者 に 損 害 が 生 じ た 場 合 又 は 利 用 者 と 第 三

者 と の 間 に 紛 争 等 が 生 じ た 場 合  

（ 本 規 約 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条  本 町 は 、 あ ら か じ め 利 用 者 の 承 諾 を 得 る こ と な く 、 こ

の 規 約 を 変 更 す る こ と が あ る 。  

２  本 町 は 、 こ の 規 約 を 本 町 ホ ー ム ペ ー ジ へ 常 時 掲 載 す る も の と

し 、 規 約 の 変 更 を 行 っ た 場 合 は 、 同 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 利 用 者 に

告 知 す る も の と す る 。  

３  こ の 規 約 の 変 更 後 に 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 利 用 し た 利 用 者 は 、 変 更 後

の 規 約 に 同 意 し た も の と み な す 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 28 年 9 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  



  



別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

施 設 名  利 用 場 所  利 用 時 間  

喜 界 町 役 場 本 庁 舎  
役 場 １ 階 ロ ビ ー 付

近  
8:00～ 19:00 

喜 界 空 港  空 港 待 合 所  7:00～ 19:00 

湾 港 待 合 所  湾 港 待 合 所 内  8:00～ 19:00 

喜 界 町 自 然 休 養 村

管 理 セ ン タ ー  

自 然 休 養 村 管 理 セ

ン タ ー 入 口 付 近  
8:00～ 19:00 

喜 界 町 農 産 物 加 工

セ ン タ ー  

農 産 物 加 工 セ ン タ

ー 内  
8:00～ 18:00 

喜 界 町 図 書 館  喜 界 町 図 書 館 内  8:00～ 18:00 

 


